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く
い
）
に
罹
患
し
て
い
る
。

者
の
権
利
救
済

虐
待
通
告
に
対
す
る
児
童
相
談
所
の
対
応
、
児
童
の
最
善
の
利
益
、

(
3
)
 
児
童
相
談
所
に
お
け
る
一
時
保
護
の
法
的
性
格

[
事
例
]

り
に
照
ら
し
て
問
題
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
に
、

[キ
ー
ワ
ー
ド
]

一
時
保
護
及
び
一
時
保
護
の
延
長
の
実
施
の
行
政
処
分
性
、
親
権

面
例
の
内
容
]

9
ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

A
夫
と

B
子
の
子
C

（
二
歳
）
は
、
誕
生
以
来
重
症
の
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
（
確
定
的
な
治
療
方
法
な
し
、
医
療
過
誤
が
い
い
に

B
子
は
、

C
の
病
状
を
軽
減
さ
せ
た
い
一
心
で
、
「
D
体
質
改
善
研
究
所
」
と
銘
う
っ
た
民
間
団
体
の
指
導
に
従
い
、

C
に
対
し

古

畑

淳

一
、
児
童
の
権
利
を
護
る
視
点
で
こ
の
事
案
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
現
行
法
で
ど
れ
ほ
ど
の
こ
と
が
で
き
る
か
を
追
求
す
る
と
と

二
度
と
こ
の
よ
う
な
事
件
が
起
き
な
い
た
め
の
立
法
政
策
を
具
体
的
に
考
え
た
い
。

二、

C
が、

B
並
び
に
丙
児
童
相
談
所
及
び
甲
市
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

C
の
子
ど
も
ら
へ
の
関
わ
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-
、
G
児
童
相
談
所
に
よ
る
C
の
一
時
保
護
に

つ
い
て

離
乳
食
の
時
期
か
ら
、
菜
食
中
心
の
食
事
療
法
を
実
施
し
て
き
た
。
A
夫
は
、
そ
の
よ
う
な
B
子
に
愛
想
を
尽
か
し
、
家
に
よ
り
つ

C
の
ア
ト
ピ
ー
性
皮
問
炎
の
治
療
に
あ
た
っ
て
き
た

E
病
院
の

F
医
師
は
、

C
の
発
育
状
況
が
悪
い
の
は
、

問
題
が
あ
る
と
考
え
、
再
三

B
子
に
そ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
が
改
善
は
な
か
っ
た
。
過
日
、

医
師
の
も
と
に
運
び
込
ま
れ

E
病
院
に
入
院
、
経
過
を
み
る
こ
と
と
な

っ
た
。
こ
の
時
点
で

F
医
師
は
、
県
内
の

G
児
童
相
談
所

応
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

r
ー

1

_

1
ー

ー

1
ー

G
児
童
相
談
所
は
、

B
子
の
同
意
を
得
て
、

C
を
E
病
院
に
一
時
保
護
し
た
が
、

ま、

C
の

一
時
保
護
を
延
長
し
た
。
B
子
は
延
長
に
反
対
し
た
が
、

B
子
の
食
事
療
法
に

C
が
か
な
り
衰
弱
し
た
状
態
で

F

C
の
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
結
論
が
で
な
い
ま

B
子
は
、

C
の
法
定
代
理
人
と
し
て
、
ま
た

B
子
固
有
の
権
利
と
し
て
、

C
の

一
時
保
護
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
対

[
本
事
例
の
検
討
]

本
件
に
お
い
て

G
児
童
相
談
所
は
、

B
子
の
同
意
を
得
て
C
を
E
病
院
に

一
時
保
護
委
託
し
て
い
る
。
本
件

一
時
保
護
の
実
施
委
託
は

児
童
福
祉
法
（
以
下
単
に

「法
」
と
い
う
場
合
が
あ
る
）
―――三
条
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
条
は

一
項
で
、
「
児
童
相
談
所
長
は
、

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

（略
）
児
童
に
一
時
保
護
を
加
え
、
又
は
適
当
な
者
に
委
託
し
て
、

一
時
保
護
を
加
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
一
時
保
護
は
、
そ
の
実
施
が
児
童
相
談
所
長
の
広
い
行
政
裁
量
（
法
律
条
文
に
見
る
よ
う
に
、

に
、
虐
待
（
ネ
グ
レ
ク
ト
）

の
恐
れ
が
あ
る
旨
の
通
告
を
行
っ
た
。

か
な
い
。

一
時
保
護
は
延
長
さ
れ
た
。
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本
件
は
、

と
定
め
て
い
る
。

二
‘
G
児
童
相
談
所
に
よ
る
C
の
一
時
保
護
の
延
長
に
つ
い
て

た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
l
)
 

児
童
相
談
所
長
に
は
要
件
裁
量
・
効
果
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
い
る
）
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
制
度
特
徴
と
し
て
は
ま
ず
、
親

権
を
行
う
者
又
は
未
成
年
後
見
人
（
以
下
で
は
単
に
「
親
権
者
等
」
と
い
う
）

一
時
保
護
の
実
施
に
あ
た
り
、

一
時
保
護
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
定
め
て
い
る

つ
づ
く
四
項
が
「
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

一
時
保
護
の
実
施
に
際
し
て

B
子
の
同
意
を
確
認
し

の
同
意
が
、
実
施
に
際
し
て
の
要
件
と
は
さ
れ
て
い
な
い

G
児
童
相
談
所
が

B
子
の
同
意
を
得
る
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
以
上
に
み
た
よ
う
に
、
当

該
同
意
は
法
律
の
要
請
に
基
づ
く
「
親
権
者
等
の
同
意
」
及
び
そ
の
確
認
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
件
で
は

B
子
の
養
育
態
度

の
改
善
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
児
童
相
談
所
は
、

導
措
置
（
法
二
六
条
一
項
二
号
及
び
二
七
条
一
項
二
号
参
照
）
を
念
頭
に
お
い
て
、

本
件
に
お
い
て

G
児
童
相
談
所
は
、

C
の
一
時
保
護
を
延
長
し
て
い
る
。
児
童
福
祉
法
三
三
条
三
項
は
、
「
一
時
保
護
の
期
間
は
、
当

該
一
時
保
護
を
開
始
し
た
日
か
ら
二
月
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
定
め
て
い
る
が
、

児
童
相
談
所
長
（
略
）
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
引
き
続
き
（
略
）

の
で
、
児
童
相
談
所
長
が
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
「
必
要
が
あ
る
」
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
五
項
が
定
め
る
手
続
を
経
た
上
で
、
一
ー
か

月
を
超
え
て
引
き
続
き
一
時
保
護
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
法
三
三
条
五
項
は
、
「
引
き
続
き
一
時
保
護
を
行
う
こ
と
」

が
親
権
者
等
の
「
意
に
反
す
る
場
合
」
は
、
「
都
道
府
県
知
事
は
、
都
道
府
県
児
童
福
祉
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

一
時
保
護
の
延
長
に

B
子
が
反
対
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
児
童
福
祉
法
三
三
条
五
項
の
手
続
が
採
ら
れ
て
い
る
と

本
件
で
は
、

と
い
う
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
時
保
護
の
実
施
後
に
予
定
す
る

B
子
へ
の
指
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四

権
利
救
済
に
つ
い
て
検
討
す
る
意
義

一
時
保
護
の
延
長
決
定
に
不
服
の

B
子
の
権
利
救
済
に
つ
い
て

当
な
者
に
委
託
し
て
、

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、

一
時
保
護
の
実
施
の
適
法
性
が
担
保
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ

一
時
保
護
の
実
施
も

「児
童
の
最
善
の
利
益
」
保
障

（
前
述
の
よ
う
に
法
三
三
条
一
項
は
、

「適

一
時
保
護
の
延
長
の
決
定
に
際
し
て
は
、

所
は
事
前
に
親
権
者
等
の
意
思
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
親
権
者
等
の
意
に
反
し
て
一
時
保
護
の
実
施

の
延
長
を
決
定
す
る
と
い
う
場
合
に
は
、
都
道
府
県
児
童
福
祉
審
議
会
の
意
見
を
十
分
に
検
討
し
た
う
え
で
、
「
引
き
続
き
一
時
保
護
を

行
う
こ
と
」
に
つ
い
て
の
判
断
を
合
理
的
な
理
由
の
も
と
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

――-
、
G
児
童
相
談
所
の

E
病
院
へ
の
一
時
保
護
の
実
施
委
託
に
つ
い
て

五
項
の
規
定
に
よ
り
、
児
童
相
談

本
事
例
で
は
、

C
の

一
時
保
護
は

E
病
院
へ
の
委
託
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。
C
が
、
誕
生
以
来
重
症
の
ア
ト
ピ
ー
性
皮
屑
炎
に

罹
患
し
て
お
り
、
本
事
例
で
は

C
が
か
な
り
衰
弱
し
た
状
態
で

E
病
院
に
入
院
し
て
き
た
と
い
う
経
過
が
あ
る
か
ら
、

E
病
院
へ
の
一
時
保
護
委
託
は
適
切
な
措
置
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る

意
し
な
い
理
由
の
一
っ
に
、

施
す
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
で
の
一
時
保
護
の
実
施
が
重
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

の
観
点
か
ら
実
施
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
前
提
が
あ
っ
て
、

(
2
)
 

る
の
で
あ
る
。

G
児
童
相
談
所
の

一
時
保
護
を
加
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
）。

と
こ
ろ
で
、

B
子
が
一
時
保
護
の
延
長
に
同

B
子
が

C
に
実
施
し
て
き
た
菜
食
中
心
の
食
事
療
法
が
最
善
で
あ
る
と
の
思
い
が
あ
る
と
推
測
す
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
本
事
例
の
よ
う
に
、
児
童
に
対
す
る
健
康
へ
の
配
慮
が
と
く
に
必
要
に
な
る
事
案
で
は
、
必
要
な
医
学
的
処
置
を
適
切
に
実
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一
時
保
護
の
実
施
決
定
及
び
延
長
決
定
は
親
権
者
等
の
同
意
が
要
件
で

(
3
)
 

一
時
保
護
の
実
施
は
本
来
的
に
紛
争
（
法
的
対
峙
関
係
）
に
発
展
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
児
童
相
談
所

一
時
保
護
の
実
施
決
定
及
び
延
長
決
定
を
行
う
場
合
に
は
、
紛
争
予
防
の
観
点
か
ら
も
、

(4
)
 

権
者
等
に
対
し
て
理
由
説
明
を
行
う
こ
と
が
重
要
に
な
る
。

問
題
は
、
本
件
に
見
る
よ
う
に
、
一
時
保
護
の
実
施
決
定
及
び
延
長
決
定
に
不
服
の
親
権
者
等
は
、
如
何
な
る
法
的
手
段
を
用
い
て
当

該
不
服
を
争
う
こ
と
が
で
き
る
か
で
あ
る
。

一
時
保
護
の
実
施
決
定
及
び
延
長
決
定
に
は
司
法
機
関
に
よ
る
事
前
の
審
査
が
必
要
と
さ
れ

(5
)

（

6
)
 

て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
以
上
の
こ
と
は
重
要
な
論
点
の
―
つ
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
時
保
護
の
実
施
決
定
及
び
延
長
決
定
の
行
政
処
分
性

児
童
福
祉
法
三
三
条

一
項
、
二
項
の
規
定
に
よ
れ
ば
、

他
方
、
上
記
規
定
に
基
づ
く
一
時
保
護
の
実
施
は
、
親
権
者
等
と
の
関
係
で
は
、
親
権
者
等
が
有
す
る
親
権
を
制
限
す
る
行
政
処
分
と
し

(7
)
 

て
実
施
さ
れ
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
、
行
政
実
務
で
は
、
保
護
者
を
名
宛
人
と
す
る

「
一
時
保
護
決
定
通
知

書
」
が
保
護
者
に
通
知
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
（
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
通
知

「児
童
相
談
所
運
営
指
針
に
つ
い
て
」
平
成
二
四

年
三
月
ニ
―
日
雇
児
発
0
三
ニ

―
第
二
号
に
よ
る
『
児
童
相
談
所
運
営
指
針
』
の

「
別
添
一
五
（
様
式
例
）

〈
一
時
保
護
決
定
通
知
書
〉
」

参
照
）
、
同
通
知
書
に
は
次
の
よ
う
な
内
容
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
あ
な
た
が
保
護
者
と
な
っ
て
い
る
下
記
の
児
童
を

児
童
福
祉
法
第
三
三
条
の
規
定
に
よ
り
[
-
時
保
護

一
時
保
護
を
委
託
]
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。」
と
の
記
述
で
あ
り
、
一
時

保
護
決
定
に
不
服
の
場
合
に
は
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
が
で
き
る
旨
、
及
び
都
道
府
県
を
被
告
と
し
て
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起

す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
教
示
の
記
述
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
行
政
実
務
で
は
、

一
時
保
護
の
実
施
決
定
は
親
権
者
等
に
対
す
る
行
政
処

分
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
以
上
に
つ
い
て
は
学
説
も

一
時
保
護
の
決
定
に
行
政
処
分
性
を
認
め
て
い
る
と
こ
ろ

よ
、

'

、

’

~ は
な
い
た
め
、

B
子
は
、

一
時
保
護
の
実
施
は
子
ど
も
に
対
す
る
事
実
行
為
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

一
時
保
護
の
延
長
に
反
対
の
意
を
表
明
し
て
い
る
。

一
時
保
護
の
実
施
及
び
延
長
に
つ
い
て
親
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こ
の
よ
う
に
、

一
時
保
護
の
実
施
の
延
長
決
定
と
行
政
救
済
制
度

児
童
相
談
所
に
お
い
て
必
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

(8
)
 

で
あ
り
、
裁
判
例
も
下
級
審
判
例
で
は
あ
る
が
、
児
童
福
祉
「
法
三
三
条
二
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
保
護
処
分
は
、

（略
）
行
政
処
分
に

よ
り
、
（
略
）
児
童
を
緊
急
に
保
護
し
、
法
二
七
条
一
項
又
は
二
項
の
措
置
を
と
る
に
至
る
ま
で
の
間
、
暫
定
的
に
保
護
を
加
え
る
制
度

(9
)
 

と
し
て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
」
と
判
示
す
る
も
の
（
大
阪
地
裁
平
成
一
七
年

一
0
月
一
四
日
判
決
（
裁
判
所
H
P
)
が
あ
る
。

一
時
保
護
の
延
長
の
決
定
は
新
た
な
行
政
処
分
と
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と

確
認
を
し
た
上
で

手
続
を
経
て
）
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
新
た
な
行
政
処
分
と
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

つ
ま
り
、

一
時
保
護
の
期
間
の
延
長
は
「
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
」
に
親
権
者
等
の
意
思

（
一
時
保
護
の
延
長
に
つ
い
て
親
権
者
等
が
同
意
し
な
い
場
合
に
は
、
都
道
府
県
児
童
福
祉
審
議
会
へ
の
意
見
聴
取
の

一
時
保
護
の
延
長
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
一
時
保
護
を
実
施
（
延
長
）
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
判
断
と
決
定
が
、

（
以
上
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
で
、
行
政
不
服
審
査
法
が
定
め
る
審
査
請

求
期
間
（
同
法
一

四
条
は
、
「
審
査
請
求
は
、
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六

0
日
以
内
（
略
）
に
、
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
定
め
て
い
る
）

の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
）。

一
時
保
護
の
延
長
決
定
自
体
に
行
政
処
分
性
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
と
、
本
件
に
お
い
て

B
子
は
、
本
件
延
長
決
定
に

対
し
て
、
行
政
不
服
審
壺
法
に
基
づ
く
審
査
請
求
（
五
条
及
び

一
四
条
以
下
参
照
）
を
知
事
に
対
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
行
政

事
件
訴
訟
法
（
以
下

「行
訴
法
」
と
い
う
）
に
基
づ
い
て
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
（
三
条
二
項
及
び
八
条
以
下
参
照
）
を
提
起
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
前
者
の
審
査
請
求
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
審
査
請
求
に
つ
い
て
は
行
政
不
服

審
査
法
二
五
条

一
項
が
、
「
審
査
請
求
人
又
は
参
加
人
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
審
査
庁
は
、
申
立
人
に
口
頭
で
意
見
を
述
べ
る
機

会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
B
子
は
、
自
ら
の
申
立
て
に
よ
り
口
頭
で
意
見
を
述

な
る
が
、
児
童
福
祉
法
三
三
条
四
項
及
び
五
項
が
、

と
こ
ろ
で
、
以
上
に
つ
い
て
は
、
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四）

一
時
保
護
の
延
長
理
由
の
開
示
請
求
に
つ
い
て

張
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、

に
よ
っ
て
は
あ
り
得
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

べ
る
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、

口
頭
意
見
陳
述
の
機
会
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
B
子
は
、
自
身
の
見
解

(C
に
対
す
る
B
子
の
養
育
方
針
）
を
明
確
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
審
査
請
求
に
お
け
る

(10
)
 

口
頭
意
見
陳
述
の
機
会
の
活
用
は
、
双
方
の
見
解
を
整
理
す
る
場
に
も
な
り
得
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
機
会
を
通
じ
た
紛
争
解
決
も
事
案

次
に
後
者
で
あ
る
が
、
本
件
に
お
い
て

B
子
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
八
条
以
下
に
基
づ
い
て
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
し
か
し
、
児
童
の
引
き
取
り
を
目
的
と
し
て

B
子
が
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
し
た
と
し
て
も
、
裁
判
で
処
分
取
消
し

(11
)
 

の
認
容
判
決
を
得
る
に
は
相
応
の
時
間
を
要
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
件
に
お
い
て

B
子
は
、
児
童
の
引
き
取
り
を
求
め

て
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
と
と
も
に
、
執
行
停
止
の
申
立
て
（
行
訴
法
二
五
条
）
も
併
せ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
た
だ
し
、

B
子
は
こ
の
場
合
、
執
行
停
止
の
申
立
て
に
お
い
て

「重
大
な
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
」
こ
と
を
主

一
時
保
護
の
さ
ら
な
る
延
長
決
定
が
本
事
案
で
予
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
場
合
に
は
、

処
分
の
差
止
め
の
訴
え
（
行
訴
法
三
七
条
の
四
）
の
提
起
の
ほ
か
、
同
訴
え
を
本
案
と
す
る
仮
の
差
止
め
の
申
立
て

(13
)
 

の
提
起
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
第
二
項
）

本
事
例
で
は
、

B
子
は

（
行
訴
法
三
七
条
の

B
子
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
、

C
の
法
定
代
理
人
と
し
て
、
「

一
時
保
護
の
延
長
の
根
拠
と

な
る
物
」
の
写
し
の
交
付
を
求
め
て
、
保
有
個
人
情
報
の
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
開
示
請
求
に
か
か
る
上

記
個
人
情
報
の
多
く
は
、
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
児
童
相
談
所
の
事
務
の
適
正
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
個
人
情
報
に
当

た
る
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
る
（
裁
判
例
に
は
、
児
童
相
談
所
保
有
の
児
童
票
の
不
開
示
処
分
の
違
法
が
争
わ
れ
た
事
案

が
あ
る
が
、
裁
判
所
は
、
「
各
非
開
示
情
報
部
分
に
記
載
さ
れ
た
情
報
を
開
示
し
た
場
合
に
は
、
児
童
相
談
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
情
報
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の
提
供
を
受
け
る
べ
き
関
係
者
の
適
切
な
協
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
ま
た
、
児
童
及
び
そ
の
保
護
者
の
信
頼
を
損
ね
る
お
そ

れ
が
あ
る
か
ら
、

『診
断
、
指
導
、
相
談
等
に
係
る
事
務
』
に
関
し
公
正
な
判
断
が
行
え
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
そ
の
事
務
の
適
正

な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
」
と
判
示
し
て
、
親
権
者
の
請
求
を
棄
却
し
て
い
る

五
、
そ
の
他
ー
|
虐
待
通
告
に
対
す
る
児
童
相
談
所
の
対
応
に
つ
い
て

本
事
例
で
は
、

（
東
京
地
裁
平

以
上
で
本
事
例
の
検
討
を
終
え
る
が
、
最
後
に
、
虐
待
通
告
に
対
す
る
児
童
相
談
所
の
対
応
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

C
の

一
時
保
護
は

F
医
師
の
虐
待
通
告
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
。
F
医
師
の
通
告
は
、
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す

（な
お
、
同
法
五

る
法
律

（以
下
単
に
「
虐
待
防
止
法
」
と
い
う
）
六
条
一
項
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
同
項
は
「
児
童
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
児

童
を
発
見
し
た
者
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を

（略
）
児
童
相
談
所
に
通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
定
め
て
い
る

条
は
、
医
師
等
の
児
童
虐
待
の
早
期
発
見
の
努
力
義
務
を
定
め
て
い
る
）
。
虐
待
通
告
に
関
し
て
注
意
す
る
べ
き
は
、
虐
待
防
止
法
七
条

が
、
通
告
を
受
け
た
児
童
相
談
所
等
に
対
し
て
、

「職
務
上
知
り
得
た
事
項
で
あ

っ
て
当
該
通
告
を
し
た
者
を
特
定
さ
せ
る
も
の
を
漏
ら

し
て
は
な
ら
な
い
。」
と
定
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
本
事
例
で
は
、

F
医
師
に
お
い
て
児
童
相
談
所
へ
の
通
告
に

つ
い
て

B
子
に
告
知
が

な
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
が
、

E
病
院
で
の
C
の

一
時
保
護
を
確
実
に
継
続
す
る
必
要
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
通
告
者
で
あ
る

F
医

師
と

B
子
と
の
信
頼
関
係
を
維
持
し
、

C
に
必
要
な
医
療
措
置
を
確
実
に
行
う
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
、
情
報
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

の
十
分
な
注
意
が
必
要
に
な
る
。
本
事
例
に
お
い
て

G
児
童
相
談
所
は
、

対
す
る
対
応
を
採
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

成
―
―
二
年
一

0
月
二
七
日
判
決

（裁
判
所
H
P
)
）。

F
医
師
及
び

E
病
院
と
充
分
な
連
携
を
採

っ
た
上
で
、

B
子
に
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ど
う
か
に
つ
い
て
、
適
正
手
続
保
障
の
観
点
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。

注(
1
)
裁
判
例
に
は
、
児
童
福
祉
法
三
一
二
条
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
一
時
保
護
に
つ
い
て
、
「

一
時
保
護
処
分
の
目
的
、
内
容
、
性
質
等
に
照
ら
す
と
、
法
三―
――

条
二
項
に
い
う

「必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
」
と
は
、
当
該
児
童
が
保
護
者
の
な
い
児
童
で
あ
る
か
又
は
児
童
虐
待
を
受
け
た
児
童
で
あ
る
な
ど
保
設

者
に
監
護
さ
せ
る
こ
と
が
不
適
当
な
児
童
で
あ
っ
て
、
法
二
七
条
一
項
又
は
二
項
の
措
置
を
要
す
る
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
を
い

う
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
も
の

（大
阪
地
裁
平
成
一
七
年

一
0
月
一
四
日
判
決
、
裁
判
所
H
P
)
、
ま
た
、
児
童
福
祉
法
三
三
条

一
項
の

一
時
保
護
に
つ
い
て
、
「
保
護
者
が
虐
待
す
る
な
ど
の
理
由
で
保
護
者
に
監
護
さ
せ
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
児
童
が
あ
る
と
き

（略
）

の

一
時
保
護
に
つ
い
て
は
、
児
童
に
対
す
る
虐
待
等
は
ほ
と
ん
ど
が
家
庭
内
な
ど
と
い

っ
た
密
室
で
行
わ
れ
、
そ
の
有
無
を
直
ち
に
明
ら
か
に
す
る
の
は

困
難
で
あ
る
こ
と
が
多
い
半
面
、
虐
待
等
を
受
け
て
い
る
児
童
の
心
身
を
保
護
す
る
必
要
性
と
緊
急
性
は
一
般
に
高
度
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
児
童

相
談
所
長
に
お
い
て
、
当
該
児
童
を
保
護
者
に
監
護
さ
せ
る
こ
と
を
不
適
当
と
す
る
事
情
及
び
当
該
児
童
が
緊
急
の
保
談
を
必
要
と
す
る
事
情
が
相
当
程

度
の
蓋
然
性
を
も

っ
て
認
め
ら
れ
れ
ば
、
保
護
者
の
意
思
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
児
童
を
一
時
保
護
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
判

示
し
た
も
の
（
青
森
地
裁
平
成
一
三
年
五
月
二
五
日
決
定

（裁
判
所
H
P
)
）
が
あ
る
。
ま
た
こ
の
ほ
か
に
、
「
条
文
の
文
言
が

『必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
（
法
三
三
条
一
項
、
二
項
）
の
ほ
か
、
児
童
の
福
祉
に
関
す
る
判
断
に
は
児
童
心
理
学
等
の
専
門
的
な
知
見
が
必
要
と
さ

れ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
当
該
児
童
が
要
保
護
児
童
等
に
当
た
る
と
認
め
ら
れ
る
か
否
か
、
要
保
護
児
童
等
に
一
時
保
護
を
加
え
る
か
否
か
な
ど
の
判
断

は
、
い
ず
れ
も
都
道
府
県
知
事
な
い
し
児
童
相
談
所
長
の
合
理
的
な
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。」

な
ど
と
判
示
し
た
も
の

（大
阪
地

裁
平
成
二
三
年
八
月
二
五
日
判
決

（判
自
三
六
二
号
一

0
一
頁
）
）
が
あ
る
。

(2
)
因
み
に
裁
判
事
例
に
は
、
県
立
子
ど
も
医
療
セ
ン
タ
ー
で
児
童
を
一
時
保
護
し
た
後
に
、
当
該
児
童
を
児
童
相
談
所
の

一
時
保
護
所
で
一
時
保
護
し
た

立
法
論
に
か
か
わ
る
論
点
で
あ
る
が

一
時
保
護
の
実
施
に
つ
い
て
、

[
も
っ
と
論
点
を
深
め
る
た
め
に
]

一
時
保
護
の
実
施
場
所
を
、

た
と
え
ば
、
病
院
か
ら
児
童
養
護
施
設
に
変
更
す
る
と
し
た
場
合
、
当
該

変
更
は
新
た
な
行
政
処
分
と
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
親
権
者
の
有
す
る
居
所
指
定
権
と
の
関
係
で
考
え
て
み
よ
う
。

一
時
保
護
の
実
施
決
定
及
び
延
長
決
定
に
、
司
法
機
関
に
よ
る
事
前
の
審
査
が
必
要
で
あ
る
か
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と
の
事
案
に
お
い
て
、

一
時
保
護
所
の
職
員
が
ア
レ
ル
ギ
ー
源
の
卵
を
含
む
竹
輪
を
誤

っ
て
児
童
に
食
べ

さ
せ
て
し
ま

っ
た
た
め
に
、
児
童
が
死
亡
す
る

と
の
事
故
が
発
生
し
た
と
い
う
事
案
が
あ
る

（
本
事
例
に
は
、
両
親
が
児
童
に
対
し
て
適
切
な
栄
養
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
か

っ
た
た
め
に
、

児

童
が
ビ
タ
ミ
ン

D
欠
乏
症
く
る
病
を
発
症
し
て
い
た
と
し
て
、
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
が
児
童
相
談
所
に
対
し
て
児
童
福
祉
法
二
五
条
に
基
づ
く

要
保
護
児
童
通
告
を
し
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
）
。
本
件
で
は
こ
れ
に
つ
い
て
両
親
が
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
が
、
裁
判
所
は
児
童
相
談
所

の
一
時
保
護
決
定
に
違
法
は
な
い
と
判
断
す
る
一
方
で

（本
件
で
は
一
時
保
護
の
実
施
場
所
の
適
否
は
争
点
と
な
っ
て
い
な
い
）
、
職
員
に
児
童
の
死
亡
に

つ
い
て
の
過
失
が
認
め
ら
れ
る
と
判
示
し
て
、
両
親
の
請
求
の
一
部
を
認
容
す
る
と
の
判
決
を
し
て
い
る
（
横
浜
地
裁
平
成
二
四
年

一
0
月
三
0
日
判
決

（判
時
ニ
―
七
二
号
六
二
頁
、
裁
判
所
H
P
)）。

(3
)
財
団
法
人
こ
ど
も
未
来
財
団

「平
成
ニ

―
年
度
児
童
関
連
サ
ー
ビ
ス
調
査
研
究
等
事
業
児
童
虐
待
事
例
で
対
峙
す
る
保
護
者
へ
の
対
応
に
関
す
る
研

究
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
報
告
書
（
主
任
研
究
者
野
村
武
司
）
」
（
二
0
1
0
年
）
三
一

ー
三
二
頁
。

(4
)

一
時
保
護
の
実
施
決
定
及
び
延
長
決
定
が
行
政
手
続
法
の
対
象
と
な
る
行
政
処
分

（不
利
益
処
分
）
に
当
た
る
か
ど
う
か
の
検
討
が
こ
こ
で
必
要
に
な

る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
時
保
護
の
実
施
は
事
実
行
為
に
該
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
行
政
手
続
法
第
三
章
の
不
利
益
処
分
の
規
定
は
適
用

が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る

（行
政
手
続
法
二
条
四
号
イ
参
照
）
。
し
か
し
、
一
時
保
護
の
実
施
決
定
及
び
延
長
決
定
は
、
親
権
者
等
の
親
権

を
制
限
す
る
行
政
処
分
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
適
正
手
続
保
障
の
観
点
か
ら
、
一
時
保
護
の
実
施
決
定
及
び
延
長
決
定
に
は
、
処
分
時
に

理
由
提
示
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
因
み
に
行
政
実
務
で
は
、
一
時
保
護
決
定
通
知
書
に
理
由
を
付
記
す
る
欄
を
設
け
て
い
る
。

(5
)

一
時
保
護
の
実
施
に
司
法
関
与
の
仕
組
み
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
説
く
学
説
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
吉
田
恒
雄

「児
童
虐
待
防
止
法
の
改
正
に
向
け
て

ー

法
的
視
点
か
ら
の
検
討
—

|
_

」
吉
田
恒
雄
編

『児
童
虐
待
防
止
法
制
度
1

改
正
の
課
題
と
方
向
性
j
（尚
学
社
、
二
0
0
三
年
）
一
九
頁
、
鈴
木
博

人
・
高
橋
由
紀
子
・
中
川
良
延

・
西
川
公
明
・
横
田
光
平
「
親
権
法
及
び
関
連
法
改
正
提
案
」
戸
籍
時
報
六
五
0
号
（
二
0
1
0
年）

一
0
|

-
―
頁
が

あ
る
。

(6
)

一
時
保
護
の
実
施
に
つ
い
て
は
、

一
時
保
護
中
の
学
齢
児
に
つ
い
て
児
童
相
談
所
長
及
び
都
道
府
県
知
事
が
就
学
義
務
を
負

っ
て
い
な
い
と
い
う
課
題

が
あ
る

（児
童
福
祉
法
四
八
条
参
照
。
こ
れ
に
よ
り
、

一
時
保
護
の
実
施
期
間
中
は
学
校
へ
の
登
校
が
制
限
さ
れ
る
結
果
と
な

っ
て
い
る
。

た
だ
し
本
件

で
は
、

C
が
二
歳
児
で
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
不
利
益
は

C
に
生
じ
て
い
な
い
）
。
ま
た
、
一
時
保
護
の
平
均
在
所
日
数
が
一
―七

・七
日
（
平
成
二
二
年

度
）
と
な
っ
て
い
る
と
の
実
態
が
あ
る
（
厚
生
労
働
省
「
平
成
二
四
年
度
全
国
児
童
福
祉
主
管
課
長

・
児
童
相
談
所
長
会
議
資
料

（平
成
二
四
年
七
月
二

六
日
開
催
）
」
（h
t
tp:
/
/
w
w
w
.
m
h
l
w
.
g
o
.
j
p
/
 se
i
s
a
k
u
n
i
t
s
u
i
te
/b
u
n
y
a/
k
o
d
o
m
o
/
k
o
d
o
m
o
 _
 k

o
s
o
d
a
t
e
/
 dv
 /k
a
i
g
i
/
 d
l
/
1
2
0
7
2
6
,
0
1
.
p
d
f)
 ~
\
昭
~
）
。Z
Jの
上
、

一
時
保
護
の
延
長
が
実
施
さ
れ
る
事
案
で
は
、
一
時
保
護
の
期
間
は
二
か
月
を
超
え
る
結
果
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
一
時
保
設
の
実
施
は
、
児
童
及
び
保

護
者
の
権
利
を
制
限
す
る
結
果
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

一
時
保
設
の
実
施
決
定
及
び
延
長
決
定
に
対
し
て
は
、
そ
の
当
否
な
い
し
適
否
を
審
査
す
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る
機
会
の
保
障
が
非
常
に
重
要
に
な
る
の
で
あ
る
。

(
7
)
参
照
、

財
団
法
人
こ
ど
も
未
来
財
団
・
前
掲
調
査
研
究
注

(3
)
三
二
頁
。

(8
)
吉
田
恒
雄
「
児
童
福
祉
法
に
お
け
る
一
時
保
護
の
法
的
諸
問
題
」
白
鴎
法
学
八
号
(
-
九
九
七
年
）
二
八
五
頁
、
桑
原
洋
子
、
田
村
和
之
編

「
実
務
注

釈
児
童
福
祉
法
』
（
信
山
社
、
一
九
九
八
年
）

二
0
六
頁

[
吉
田
恒
雄
執
筆
]
゜

(9
)
裁
判
例
に
は
こ
の
ほ
か
に
、
「
法
三
三
条
一

項
、
二
項
に
規
定
す
る
一
時
保
護
は
、
要
保
護
児
童
な
い
し
児
童
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
児
童

（略）

に
つ
い
て
法
二
六
条
一
項
又
は
二
七
条

一
項
若
し
く
は
二
項
の
措
置
を
と
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
措
置
を
と
る
ま
で
の
間
、
暫
定
的
に
当
該
児
童

を
保
護
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
行
政
処
分
で
あ
る
（
略
）
。」
な
ど
と
判
示
す
る
も
の

（
本
稿
注

(
l
)
の
大
阪
地
裁
平
成
ニ
―
―
一
年
八
月
二
五
日
判
決
）
が

あ
る
。
右
裁
判
例
は

一
時
保
設
決
定
の
適
法
性
を
争
点
と
す
る

「一

時
保
護
決
定
取
消
請
求
事
件
」
で
あ
る
が
、
裁
判
で
は
親
権
者
母
の
ほ
か
、
一
時
保

護
の
実
施
対
象
で
あ
っ
た
児
童
（
親
権
者
母
の
小
学
校
三
年
生
の
子
）
も
原
告
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
裁
判
所
は
、
児
童
の
原
告
適
格
に
つ
い
て
と
く

に
判
断
を
し
て
い
な
い
。

(10)
財
団
法
人
こ
ど
も
未
来
財
団
・
前
掲
調
査
研
究
注

(
3
)
三
三
頁
。

(11
)

一
時
保
護
の
延
長
決
定
に
対
し
て
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
訴
訟
要
件
の
一
っ
で
あ
る
「
訴
え
の
利
益
」
の
存
否
が
争

点
に
な
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
一
時
保
護
の
実
施
の
延
長
期
間
は
二
か
月
で
あ
る
た
め
に
（
児
童
福
祉
法
三
三
条
五
項
）
、
―
-
か
月
が
経
過
し

た
の
ち
は
当
該
延
長
処
分
の
効
力
は
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、

B
子
が
提
起
し
た
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
訴
え
の
利
益
が

消
滅
し
た
と
し
て
却
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
裁
判
例
に
は
、

一
時
保
護
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
に
つ
い
て
、
一
時
保
護
の
実
施
後
に

児
童
相
談
所
長
が
、
児
童
に
対
し
て
児
童
福
祉
法
二
七
条

一
項
三
号
に
基
づ
く
里
親
委
託
措
置
を
採
っ
て
お
り
、

一
時
保
護
処
分
は
そ
の
効
力
を
失
っ
て

い
る
（
し
た
が
っ
て
、

一
時
保
護
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
の
利
益
は
消
滅
し
て
い
る
）
と
判
示
し
て
、
却
下
の
判
決
を
し
た
も
の
が
あ
る
（
本
稿

注

(1
)
の
大
阪
地
裁
平
成
一
七
年

一
0
月
一
四
日
判
決
）
）
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
処
分
の
違
法
性
を
争
う
裁
判
に
お
い
て
は
、
国
家
賠
償
請
求
訴
訟

の
提
起
も
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
右
裁
判
に
お
い
て
原
告
は
、
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
も
併
せ
て
提
起
し
て

い
た
が
、
裁
判
所
は
、
大
阪
市
長
の
一
時
保
護
処
分
は
適
法
で
あ
る
と
判
示
し
て
、
請
求
を
棄
却
す
る
と
の
判
決
を
し
て
い
る
。

(12
)
本
稿
注

(1
)
及
び
注

(9
)
で
紹
介
の
大
阪
地
裁
平
成
二
三
年
八
月
二
五
日
判
決
の
事
件
で
は
、
原
告
ら
は
、

一
時
保
護
決
定
の
取
消
し
を
求
め
る

処
分
取
消
訴
訟
を
提
起
す
る
と
と
も
に
、
一
時
保
護
決
定
の
執
行
停
止
の
申
立
て
も
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
判
自
三
六
二

号
一
〇
一
頁
の
解
説
文
を
参
照
の
こ
と
。
※
本
稿
の
最
終
校
正
時
に
、
一
時
保
護
処
分
の
効
力
の
執
行
停
止
申
立
事
件
、
大
阪
地
裁
平
成
二
三
年
―
二
月

二
七
日
決
定

（判
自
三
六
七
号
六
九
頁
）
に
触
れ
た
。
本
事
件
で
は
裁
判
所
の
却
下
決
定
に
対
し
て
、
原
告
両
親
が
抗
告
を
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(13
)
な
お
、
裁
判
例
に
は
、
児
童
福
祉
法
三一＿一
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
児
童
相
談
所
長
が

一
時
保
護
し
て
い
る
児
童
に
つ
い
て
、
親
権
者
で
あ
る
父
が
県
に
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対
し
て
、
親
権
を
根
拠
と
し
て
児
童
の
引
渡
し
を
求
め
た
と
い
う
事
案
が
あ
る

（本
稿
注

(
1
)
の
青
森
地
裁
平
成
一

三
年
五
月
二
五
日
決
定
）
。
裁
判
で

は
ま
ず
、
本
件
申
立
て
の
適
法
性
が
争
点
と
な

っ
た
が

（相
手
方
県
は
、

「法
三
三
条
に
よ
る

一
時
保
護
は
、
行
政
庁
の
処
分
に
あ
た
る
か
ら
、
行
政
事
件

訴
訟
法
四
四
条
に
よ
り
、
民
事
保
全
法
に
よ
る
仮
処
分
は
許
さ
れ
ず
、
本
件
申
立
て
は
不
適
法
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
）
、
裁
判
所
は
以
下
の
よ
う
に
判
示

し
て
、
親
権
者
父
の
訴
え
を
適
法
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
（
行
政
事
件
訴
訟
）
法
四
四
条
の
規
定
は
、
行
政
処
分
の
無
効
又
は
不
存
在

を
前
提
と
し
て
民
事
訴
訟
に
よ

っ
て
実
現
し
得
る
私
法
上
の
権
利
を
主
張
し
、
こ
れ
を
被
保
全
権
利
と
し
て
民
事
保
全
法
に
基
づ
く
仮
処
分
を
求
め
る
こ

と
ま
で
も
禁
ず
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
。
そ
し
て
、
親
権
者
が
親
権
に
基
づ
い
て
子
の
引
渡
し
を
求
め
る
こ
と
は
、
一
般
に
民
事
訴
訟
に
よ

っ
て
実

現
し
得
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
申
立
て
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
本
件

一
時
保
護
が
無
効
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
児
童
の
引
渡
し
を
求
め
る

限
度
に
お
い
て
、
適
法
で
あ
る
。
」
と
の
判
断
で
あ
る
。
以
上
は
、
一
時
保
護
決
定
の
無
効
を
主
張
す
る
場
合
の
権
利
救
済
法
を
提
示
す
る
裁
判
例
と
言
え

る
が
、
本
事
例
の
検
討
に
お
い
て
も
、
参
考
事
例
と
し
て
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。




